
第六号の二書式（第二十条の三関係）（Ａ４） 

 

 

建築士法第 23条の６の規定による 
設計等の業務に関する報告書 

 

 

（第一面） 

 

 建築士法第 23条の６の規定により、設計等の業務に関する報告書を提出します。こ

の報告書の記載事項は事実に相違ありません。 

 

神奈川県知事殿 

 ○年 ○月 ○日 

 

 

一 級 
二 級 建築士事務所 神奈川県知事登録 第□□□□号 
木 造 

事務所名 株式会社 神奈川太郎一級建築士事務所 

所 在 地 横浜市中区日本大通り〇〇 

電   話 045－210－△△△△ 番 

 

建築士事務所の 株式会社 神奈川太郎一級建築士事務所  

開設者の氏名又は名称 代表取締役 神奈川太郎    

 

（今回提出する報告書） 

  事業開始年月日  令和  ○年  ○月  ○日から 

  

 事業終了年月日  令和  ○年  ○月  ○日まで 

 （決  算  日） 

 

 

［記入注意］ 建築士事務所の開設者が法人である場合には、法人の代表者の氏名も併せ

て記載すること。 

窓口への提出日又は郵送日 

開設者が個人の場合： 

1 月 1 日から 12 月 31 日まで 

開設者が法人の場合： 

決算日までの一年間 

 

記入例 

押印不要 



（第二面） 

建築士事務所の業務の実績 

 

 

 

建築物所在 
地都道府県 

建築物の用途※ 構造及び規模 業務内容 期 間 

神奈川県 専用住宅 木造  

二階建 延べ 95 ㎡ 

設計及び 

工事監理 

R○.○.○ 

～継続中 

神奈川県 共同住宅 鉄筋コンクリート造 

四階建て延 2100 ㎡ 

設計及び 

工事監理 

R○.○.○ 

～継続中 

神奈川県 事務所ビル 鉄筋コンクリート造 

五階建て延 750 ㎡ 

設計 R○.○.○ 

△.△.△ 

東京都 

 

共同住宅 鉄筋コンクリート造 

四階建ての一室 98 ㎡ 

リフォーム 

設計及び工事監理 

R○.○.○ 

△.△.△ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

〔記入注意〕 
１ 当該事業年度における直近のものから順次記入してください。 
２ ［例］                鉄筋コンクリート造    設計及び   2007. 2.1 
  神奈川県     共同住宅       五階建延 700㎡     工事監理   2007.10.3         
                                  

（記入方法） 

・建築士の独占業務である設計・工事監理及びその補助業務について、事業年度に 

行ったものをすべて記載してください。 

建築士法 21 条に規定されている「その他の業務」の記載は、任意になります。 

業務を全く行わなかった場合は、「業務実績なし」などと記載してください。 

 

※ 個人情報保護の観点から、「○○邸」など、建築主の個人名の入る記載は避け 

てください。 

 

意匠設計のみ、構造設計のみの場

合などは、その旨を記載 

直近の業績から記入 

 

建築物の一部の設計・工事監理

の場合は、その旨を記載 



（第三面） 

所 属 建 築 士 名 簿 

氏   名 

一級建築 

士、二級 

建築士又 

は木造建 

築士の別 

及び管理 

建築士で 

ある場合 

にあつて 

は、その 

旨あいう 

登 録 

番 号 

登録を受

けた都道

府県名

（二級建 

築士又は

木造建築

士の場

合）あい 

 

建築士法 

第 22条の 

２第１号 

から第３ 

号までに 

定める講 

習のうち 

直近のも 

のを受け 

た年月日 

構造設計 

一級建築 

士又は設 

備設計一 

級建築士 

である場 

合にあつ 

ては、そ 

の旨あい 

構造設計 

一級建築 

士証又は 

設備設計 

一級建築 

士証の交 

付番号あ 

建築士法 

第 22条の 

２第４号 

及び第５ 

号に定め 

る講習の 

うちそれ 

ぞれ直近 

のものを 

受けた年 

月日あい 

 

 

横浜 次郎 

 

 

 

中区 三郎 

（R○.○.○ 

退所） 

 

 

一級建築士 

管理建築士 

 

 

二級建築士 

 

 

0000 

 

 

 

00000 

 

 

 

 

 

 

神奈川県 

 

 

R○.○.○ 

 

 

 

R○.○.○ 

 

 

 

構造設計一

級建築士 

 

 

 

 

 

 

000 

 

 

 

 

 

 

 

R○.○.○ 

 

 

 

 

 

                 一級建築士      1       名 

        計   1   名 二級建築士      0       名 

                 木造建築士              名 

構造設計一級建築士     1    名 

設備設計一級建築士          名 

直近の定期講習受講日 

（一級・二級・木造） 

 

決算日に所属建築士と

なっている人数 

所属建築士名簿に記載すべき建築士とは 

 他人の求めに応じ報酬を得て、業として行う設計、工事監理、建築工事契約に関する事

務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令

若しくは条例の規定に基づく手続きの代理（＝設計等）について、実務を行う建築士です。

したがって、資格を持っていても、経営などに専念し、設計・工事監理などの業務を全く行

わない場合は、記載しないで下さい。 

 なお、所属建築士名簿に記載のない建築士は、業として設計等を行うことはできません。 

 

所属建築士名簿の変更に関する注意点 

 業務報告書の提出と所属建築士の変更は別の手続きです。所属建築士に変更が生じた場

合は、神奈川県建築士事務所協会に変更届を提出して登録内容を変更する必要があります。 

年度途中で建築士が退職した場合など 



（第四面） 

所属建築士の業務の実績 

 

 

 

 

所属建築士
の 氏 名 

建築物所在 
地都道府県 

建築物の用途 構 造 及 び 規 模 業 務 内 容 期   間 

横浜 次郎 神奈川県 専用住宅 木造  

二階建 延べ 95 ㎡ 

設計（構造）

及び 

工事監理 

R○ .○ .○

～継続中 

〃 

 

神奈川県 共同住宅 鉄筋コンクリート

造 

四階建て延 2100㎡ 

設計及び 

工事監理 

R○ .○ .○

～継続中 

〃 

 

神奈川県 事務所ビル 鉄筋コンクリート

造 

五階建て延 750 ㎡ 

設計 R○.○.○ 

△.△.△ 

中区 三郎 

 

神奈川県 専用住宅 木造  

二階建 延べ 95 ㎡ 

設計（意匠） R○.○.○ 

△.△.△ 

〃 

 

東京都 共同住宅 鉄筋コンクリート

造 

四階建ての一室 

98 ㎡ 

リフォーム 

設計及び工

事監理 

R○.○.○ 

△.△.△ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

〔記入注意〕 
１ 所属建築士の当該事業年度における業務の実績を、当該建築士事務所におけるものに限つて、直近のも
のから順次記入してください。 

２ ［例］                    鉄筋コンクリート造   設計及び  2007. 2.1 
 神奈川 太郎   神奈川県    共同住宅     五階建延 700㎡     工事監理  2007.10.3         
                                  

（記入方法） 

・実績がない場合は、建築士氏名を記入の上、「実績なし」と記載してください。 

・建築士が 1 名のみの場合は、建築士名を記載の上、「第二面と同じ」と記載していた

だいても構いません。 

建築士ごとの

案件順 

 

業務分担した

場合はわかり

やすく記載 

 



（第五面） 

管理建築士による意見の概要 

［記入注意］ 

当該事業年度における直近のものから順次記入してください。 

管理建築士の氏名 
建築士事務所の開設者に対して述べられた意見の

概要 

当該意見が 
述べられた日 

横浜 次郎 事務所ビルの設計において横浜市魅力ある都市景

観の創造に関する条例に基づき屋外広告が同社イ

メージカラーの使用が出来ないので、広告設置及

びデザインについて、施主の了解を得るよう意見

を述べた。 

R○.○.○ 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

（記入方法） 

・ 開設者兼管理建築士の場合や意見がなかった場合は、「特になし」と記載してくだ

さい。空欄の場合、追加で提出を依頼する場合があります。 

建築士法 24 条３項 

 管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括し、その者と建築

士事務所の開設者が異なる場合においては、建築士事務所の開設者に対し、技術的観

点からその業務が円滑かつ適正に行われるよう必要な意見を述べるものとする。 

  


